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学校教育目標

笑顔　安心　尊重
めざす学校像
・子どもと先生の笑顔があふれる学校
・子どもと先生の考えが大切にされる学校
・子どものことを先生、保護者、地域が語れる学校

     あなたを一人前に育てるのはあなた　　　　　

　あなたを一人前に育てるのは誰でしょうか。お家の人や先生でしょうか。それとも上級生や習い事での先輩

でしょうか。もちろん、それらの人たちもあなたを教え導いてくれる大切な存在です。

　お家の人は、生まれてから一番長く接してきた存在であり、その影響はとても大きいです。言葉や振る舞い

だけではなく、価値観や人生観といった「生き方の基本」を学ぶことも多いはずです。先生からは多くの知識

を得られることでしょう。教え方の上手な先生に出会えれば、もしかすると短期間で成果を出すことも可能か

もしれません。上級生や習い事の先輩からは、学校生活のよりよい過ごし方や様々な技術等が学べるはずで

す。

　しかし、私たちはもっと注目すべき重要人物を見落としています。あなたを一人前に育てる「真の指導者」

は誰なのか。それはあなた自身です。誰かに育ててもらうのを待つのではなく、まずは自分で成長しようとす

る気持ちが何よりも大切です。自分の人生の舵は自分でとるものです。

・知識や教養を身につけたいなら、誰かの教えを待つのではなく、自分で本を手に取り学ぶ。

・わからないことがあれば、すぐに誰かに答えを求めるのではなく、まずは自分で調べる。

・やる気が出ないのなら、誰かに頼るのではなく、自分で自分を奮い立たせる。

・落ち込んでいるのなら、誰かからの慰めを待つのではなく、自分で自分を励ます。

・過ちを犯したなら、誰かに叱られるまで待つのではなく、自分で自分を律する。

　ここに記したことは、実現するのはとても難しいことかもしれません。しかし、誘惑に負けそうなとき自分

を引き留められるのも自分しかいません。自分の一部始終を、そして自分の可能性をよく知っているのは自分

自身です。だからこそ、あなたを立派に育て上げるのに最もふさわしいのはあなた自身なのです。あなたはあ

なたを導くリーダーであり、自分という人間を動かす唯一無二の存在です。あなたを一人前に育てるのは、他

の誰でもなく、あなた自身なのです。　



本校の特別支援教育について

 ≪特別支援学級（たんぽぽ学級）について≫　

　本校にはたんぽぽ学級があります。インクルーシブ教育を推進しながら、今年度は14学級80名の児童が在籍していま

す。

　たんぽぽ学級は学校生活において特別な配慮を必要とする児童が、個々に合った適切な方法・内容で力をつけていくた

めの学級です。たんぽぽ学級に在籍する児童は、個別の課題に応じて、たんぽぽ学級で学習したり、通常学級で学習した

りしています。そのためにたんぽぽ学級の担任は、児童の学習や生活上の課題に対して「個別の教育支援計画」や「個別

の指導計画」を作成し、それに基づいた指導や支援を行っています。入級までの流れは次のとおりです。

◆入級の相談・見学の申込み（4月～6月上旬）

 　今年度通常学級在籍で、来年度特別支援学級への入級をお考えの場合は、この期間内に学級担任もしくは特別支

援教育コーディネータにご相談ください。この間にご相談がない場合は、来年度特別支援学級に入級することはで

きません。

◆入級についての最終決定（6月下旬）

 次年度から入級するかどうか、最終決定をしていただきます。

※７月以降に初めて特別支援学級入級についてご相談いただいた場合は、来年度からの入級はできません。令和10年度以  　　

降の入級に向けての相談となりますのでご注意ください。

 ≪通級指導教室について≫

　本校には通級指導教室が設置されています。この教室では、うまく発音できなかったり、言葉に詰まったりするなど言

語や情緒に課題があったり、行動のコントロールが難しく、言葉でうまく気持ちが伝えられなかったりなど、ことばや行

動、対人関係に課題を持つ児童が、通常学級に在籍したまま、課題の改善に向けた指導を受けることができます。

　通級指導教室担当の教員が中心となって、その子どもの特性とニーズを考慮した「個別の指導計画」を作成し、それに

基づいた指導や支援を行っています。また、通常学級における具体的な支援方法について、学級担任に指導助言するなど

の連携も行っています。通級指導教室について詳しくお知りになりたい場合は、担任または特別支援教育コーディネー

タ、通級指導教室担当までご連絡ください。

　通級指導教室の入級についても、上記たんぽぽ学級の入級と同様に、来年度入級をお考えの場合は、6月下旬が最終決

定の期日となります。



令和10年度（2028年度）からの学校徴収金の公会計化に向けて

　令和10年度（2028年度）からの学校徴収金の公会計化に向けて、4月17日付で吹田市教育委員会事務局よ

り、さくら連絡網を通じて「令和10年度（2028年度）から学校徴収金の仕組みが変わります！〜学校徴収金

の公会計化について〜」が配信されました。

　これに先立ち、令和9年度（2027年度）からは、公会計化の対象となる学校徴収金について、基準額の統一

化（上限額の設定）が進められる予定です。そのため、本校においても令和8年度（2026年度）は、保護者負

担のあり方について整理を進めるとともに、学校徴収金の内容について精査・見直しを行っている段階です。

　今後、公会計化に向けた制度移行に伴い、教材や行事等に係る費用の考え方について、従来と異なる対応を

お願いする場合があります。保護者の皆様には、ご理解とご協力をお願いすることも多くなるかと存じます

が、子どもたちの教育活動の充実のため、ご理解賜りますようお願いいたします。

６年生の卒業式の服装について

　すでにさくら連絡網にて配信している「令和8年度の主な行事予定」にも記載しておりますが、再度お知ら

せします。

　卒業式は６年生にとって晴れの舞台であることから、卒業式の準備について、今からお考えのご家庭もある

かと思います。しかし近年、小学校の卒業式で人気の衣装の中には、かなり高価なものや、早くから予約が必

要なものがあるようです。

　卒業式の服装は原則自由ですが、卒業式後に着る回数、購入またはレンタルにかかる費用等もあわせてお考

えいただきながら、式典にふさわしい服装についてご家庭で話し合っていただけたらと思います。

　 卒業式は６年生が対象の行事ですが、いずれはすべての児童が卒業の日を迎えますので、この場を借りてお

願い申しあげます。



 
 
 

 
 
 

７月の行事予定 

１ 水 4 時間授業 

２ 木 たんぽぽタイム 

３ 金  

４ 土 第３回 PTA 運営委員会 

５ 日  

６ 月  

７ 火 全校集会 

８ 水 児童委員会⑤⑥ 読み聞かせ① 

９ 木 たんぽぽタイム 教育相談 

10 金  

11 土 学校開放日 

12 日  

13 月  

14 火 児童集会 

15 水 4 時間授業 

16 木 給食最終日 教育相談 

17 金 終業式 ３時間授業 

18 土  

19 日  

20 月 海の日 

21 火 夏季休業開始 

22 水  

23 木  

24 金  

25 土 地域協主催 花火の広場  

26 日  

27 月  

28 火  

29 水  

30 木  

31 金  

６月の行事予定 

１ 月 林間学習⑤ 視力検査③ きょうだい学年交流①⑥ 

２ 火 林間学習⑤ 

３ 水 児童委員会⑤⑥            太 

４ 木 視力検査➁ 教育相談 

５ 金 視力検査① 

６ 土 学校開放日 

７ 日  

８ 月 プール開き 

９ 火 4 時間授業 全校集会 個人懇談会 歯科健診③ 

10 水 ４時間授業 個人懇談会 読み聞かせ②     太 

11 木 ４時間授業  個人懇談会  
教育相談  心臓検診二次(欠席者検診) 

12 金 ４時間授業 個人懇談会  

13 土 学校開放日   第２回 PTA 運営委員会 

14 日  

15 月 短縮 5 時間授業 14:10 下校 個人懇談会予備日 

16 火 歯科健診⑥2cl 

17 水 4 時間授業  緊急地震速報訓練  
尿検査最終日 交通安全教室①④     太 

18 木 たんぽぽタイム 歯科健診①＋④2cl  

19 金 短縮 5 時間授業 14:10 下校 歯科健診⑥3cl 

20 土 学校開放日 

21 日  

22 月 まなびー週間(～26 日まで) 

23 火 児童集会 防犯教室② 

24 水 チャレタイ⑤⑥ 歯科健診⑤ 

25 木 たんぽぽタイム  教育相談  歯科健診②＋④2cl  

26 金 学校まつり 

27 土 学校開放日 

28 日  

29 月 4 時間授業 研究授業⑤（5 年生 14:20 下校） 

30 火 校外学習⑥ 

太…太陽の広場 月に２～３回、放課後の校庭開放を行っています。 

日々、学校の日常風景や子どもたちの様子などを更新しています。たくさんの保護者
の皆様や地域の皆様に見ていただきたいと考えています。 

ぜひ東山田小学校のブログを見てください。よろしくお願いします。 

≪児童の登校時間について≫ 
３月の学校だよりでもお知らせしましたが、児童の登校時間は午前８時～８時２０分とお伝えしています。しかし、実

際はそれよりも早く登校する児童が多く見られます。職員の勤務開始時刻は原則として８時３０分であり、万が一８時前
に災害やトラブル等が発生し、児童に対応する必要に迫られたとしても、職員がすぐに対応して児童の安全を確保するこ
とは、困難であるのが現状です。児童が校舎内に入れるのは８時以降とし、合図として５月から８時のチャイムを入れる
ようにしました。保護者の皆様におかれましては、様々な事情がおありかと存じますが、児童の安全を守るために登校時
間の厳守とご家庭からの送り出しの調整をお願いいたします。 


